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   令和３年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計決算の審査意見に    

   ついて 

 

 

 地方公営企業法第30条第２項の規定により審査に付された令和３年度十勝中部広域水道

企業団水道用水供給事業会計決算を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。 
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令和３年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計決算審査意見 

 

第１ 審査の対象 

令和３年度 十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計決算 

 

第２ 審査の期間 

令和４年７月22日から令和４年10月24日まで 

 

第３ 審査の方法 

審査に当たっては、十勝中部広域水道企業団監査基準に準拠し、水道用水供給事業会計

決算書（以下「決算書」という。）について、計数の正確性、財政状況及び経営成績、経

済的な事業経営、財務処理の的確性等に主眼をおいて審査を行った。 

 

第４ 審査の結果 

令和３年度決算書は、関係法令に準拠して調製され、決算計数は正確であるとともに、

経営成績及び同年度末現在における財政状態を適正に表示しているものと認められた。 

また、予算の執行については、別に実施した定期監査等において既に報告のとおり、全

体を通して適正に執行されているものと認められた。 

現金預金については、地方自治法第235条の２第１項の規定による例月出納検査におい

て報告のとおり、その残高を確認した。 

たな卸資産（貯蔵品）については、令和４年３月に実施されたたな卸に立会し、その残

高を確認した。 

決算の概要及び意見等については、次のとおりである。 

 

 

 

（注釈）文中に用いる金額は、原則として、各計数値ごとに千円単位（千円未満は四捨

五入）で表示した。ただし、表中では円単位で表示した。このため、総数とその

内訳の合計等が符合しない場合がある。 

    また、表中の比率は、原則として、小数点第 1 位で表示（単位未満は四捨五

入）し、「0.0」と表示したものは、該当値があるが単位未満のもの、「－」と

表示したものは、該当値がないものである。 
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１ 業務実積 

 

用水供給先は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村であ

り、当年度の一日平均送水量は、40,926㎥/日で、前年度と比較して504㎥/日減少してい

る。 

年間送水量は14,938,093㎥で、前年度と比較して183,830㎥減少している。 

年間有収水量は14,893,916㎥で、前年度と比較して183,362㎥減少し、有収率は99.70％

で、前年度と同率であった。 

 

第１表 主な業務の実積 
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２ 予算の執行状況 

⑴ 収益的収支 

収入については、予算額1,553,031千円に対し、決算額は1,573,842千円となり、差

引き20,811千円の増加となった。 

これは主として、営業収益が20,485千円増加したことによるものである。 

支出については、予算額1,567,023千円に対し、決算額は1,539,858千円となり、差

引き27,165千円の不用額が生じた。 

これは主として、営業費用が20,531千円減少したことによるものである。 

以上により、収支差引額は33,984千円（消費税及び地方消費税を含む。）の黒字と

なった。 

 

第２表 収益的収支の状況 

 

 
(注)消費税及び地方消費税を含む。 

 

営業収益が増加した主な理由については、供給水量の増（幕別町・芽室町・中札内

村）によるものとなっている。 

営業費用が減少した主な理由については、なかとかち浄水場の燃料費の減、修繕内

容の変更等による減及び札内川ダム維持管理経費負担金の減などによるものとなって

いる。  
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⑵ 資本的収支 

収入については、予算額29,221千円に対し、決算額は27,592千円となり、差引き

1,629千円の減少となった。 

これは、主として企業債が2,100千円減少したことによるものである。 

支出については、予算額785,446千円に対し、決算額は783,324千円となり、差引き

2,122千円の不用額が生じた。 

これは主として、建設改良費が2,120千円減少したことによるものである。 

以上により資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額755,732千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,237千円、過年度分損益勘定留保資金

549,047千円及び当年度分損益勘定留保資金204,448千円で補てんされた。 

 

第３表 資本的収支の状況 

 

 
(注)消費税及び地方消費税を含む。 

 

企業債及び建設改良費が減少した主な理由については、なかとかち浄水場池棟耐震

補強工事施設整備費の減によるものとなっている。 
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３ 経営成績 

⑴ 損益の状況 

経営成績は、営業損益において、営業収益が1,165,012千円、営業費用が1,362,776

千円となり、197,764千円の営業損失が生じている。 

これに営業外収益291,696千円を加え、営業外費用62,185千円を差し引いた経常損

益において、31,747千円の経常利益が生じ、同額を当年度純利益として計上した。 

 

第４表 比較損益計算書（概要） 

 

 
(注)消費税及び地方消費税を含まない。 

 

⑵ 収益の状況 

営業収益は、1,165,012千円で前年度と比較して5,868千円、0.5％減少した。 

これは、給水収益が減少したことによるものである。 

また、営業外収益は、291,696千円で前年度と比較して132千円増加した。 

これは主として、雑収益が516千円減少した一方で、他会計負担金が470千円及び長

期前受金戻入が199千円増加したことによるものである。 

この結果、総収益は1,456,708千円となり、前年度と比較して5,736千円、0.4％減

少した。 

 

⑶ 費用の状況 

営業費用は、1,362,776千円で、前年度と比較して24,649千円、1.8％減少した。 

これは主として、総係費が1,017千円増加した一方で、原水及び浄水費が26,798千

円減少したことによるものである。 

また、営業外費用は、62,185千円で前年度と比較して23,496千円、27.4％減少し

た。 

これは主として、支払利息が23,496千円減少したことによるものである。 

この結果、総費用は1,424,961千円となり、前年度と比較して48,145千円、3.3％減

少した。 
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４ 財政状態 

⑴ 資産、負債及び資本の状況 

資産合計は、24,800,521千円で前年度と比較して963,063千円、3.7％減少した。 

これは主として、固定資産については、減価償却に伴い構築物が437,002千円及び

ダム使用権が308,171千円減少したことによるものである。 

また、流動資産については、現金預金が39,825千円減少したことによるものであ

る。 

 

負債合計は、10,975,789千円で前年度と比較して1,002,063千円、8.4％減少し、資

本合計は、13,824,732千円で前年度と比較して39,000千円、0.3％増加した。 

これは主として、負債については、企業債の償還に伴い固定負債及び流動負債の企

業債が735,357千円、並びに長期前受金の収益化に伴い繰延収益が279,907千円減少し

たことによるものである。 

また、資本については、純利益の発生による未処理欠損金の減少に伴い、剰余金が

31,747千円増加したことによるものである。 

 

なお、負債・資本合計に対する自己資本の割合を示す自己資本構成比率が87.3％

（前年度85.0％、2.3ポイント上昇）、長期資本に対する固定資産の割合を示す固定

長期適合率が100.6％（前年度100.7％、0.1ポイント低下）となっている。 

 

第５表 比較貸借対照表（概要） 
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⑵ 企業債 

借入高が14,900千円で、前年度と比較して19,400千円減少し、償還高は750,257千

円で、前年度と比較して87,903千円減少した。 

償還高が借入高を上回ったことにより、年度末残高は3,086,361千円で、前年度と

比較して735,357千円減少した。 

また、支払利息は62,184千円で、前年度と比較して23,496千円減少した。 

 

第６表 企業債の状況 
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５ キャッシュ・フローの状況 

 

業務活動によるキャッシュ・フローについては、当年度純利益が31,747千円となり、資

金の収入・支出を伴わない長期前受金戻入額と減価償却費の差引が666,316千円あったこ

となどにより、713,673千円の資金を獲得した。 

 

投資活動によるキャッシュ・フローについては、建設改良事業の国庫補助金による収入

が5,439千円あった一方で、なかとかち浄水場池棟（１系№１）耐震補強工事等による有

形固定資産の取得に伴い30,833千円支出したことにより、25,394千円の資金を使用した。 

 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、企業債の借入による収入が14,900千円

及び構成団体出資金の受入による収入が7,253千円あった一方で、企業債の償還で750,257

千円支出したことにより、728,104千円の資金を使用した。 

 

当年度における資金は、業務活動で得た資金713,673千円を、投資活動に25,394千円、

財務活動に728,104千円充てた結果、前年度と比較して39,825千円減少し、当年度末には

442,602千円となった。 

 

第７表 キャッシュ・フロー計算書（概要） 
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６ 構成団体からの繰入金の状況 

 

国庫補助の対象となった水道水源施設及び水道広域化施設に係る建設改良費（なかとか

ち浄水場池棟（１系№１）耐震補強工事）の３分の１に相当する7,253千円が資本的収入

へ繰り入れられた。 

 

 

第８表 構成団体からの繰入金の状況 
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７ 意見 

 

  令和３年度水道用水供給事業会計の決算内容を概括的に見ますと、経営成績について

は、使用水量の減により給水収益が前年度を下回ったものの、計画的な事業経営のもと、

当年度純利益が確保され、経常収支比率についても健全経営と判断される水準が維持され

ているものと考えます。また、自己資本比率が上昇し、固定長期適合率についてもおおむ

ね適正な水準にあり、財政状態の健全性が保持されていることが確認できました。 

 

しかしながら、施設の老朽化の状況を示す、有形固定資産減価償却率が上昇傾向にあり

ますことから、中長期的な見通しのもと、計画的な維持管理・更新に引き続き取り組んで

いくことが必要と考えます。 

 

今後とも、「ワックアプラン2020－新しい水道ビジョンと経営戦略－」に掲げる取り組

みを着実に実施され、健全かつ計画的な企業経営を進めながら、構成市町村への安定的な

水道用水の供給に努められることを期待します。 
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２ 比較貸借対照表 
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３ 経営指標の推移 
 

⑴ 経営の健全性・効率性 
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⑵ 老朽化の状況 

 
(注１) 管路経年化率が0.00％なのは、法定耐用年数を経過した管路がないことによるものである。 

(注２) 管路更新率が0.00％なのは、当該年度に更新した管路がないことによるものである。 

 

＜指標説明＞ 
経常収支比率 給水収益や構成団体からの負担金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表す指標。単年度の収支が黒字であることを示し、100％以上であることが望
ましい。 
 

累積欠損金比率 営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標。累積欠損金が発生していないことを示す
０％であることが求められる。 
 

流動比率 短期的な債務に対する支払能力を表す指標。１年以内に支払うべき債務に対して支払うこと
ができる現金等の状況を示し、100％以上であることが望ましい。 
 

企業債残高対給水
収益比率 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。比率が小さいほ
ど経営の健全性が確保されていることを示している。 
 

料金回収率 給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標。料金回収率が100％を下
回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを示している。 
 

給水原価 有収水量１㎥当たりについて、どの程度費用がかかっているかを表す指標。金額が少ないほ
ど経営の効率性が確保されていることを示している。 
 

施設利用率 一日配水(送水)能力に対する一日平均配水(送水)量の割合で、施設の利用状況や適正規模を
判断する指標。比率は一般的には大きいことが望まれる。 
 

有収率 年間総配水(送水)量に対して年間総有収水量が占める割合で、施設の稼働が収益に繋がって
いるかを判断する指標。100％に近ければ近いほど施設の稼働状況が収益に反映されている
ことを示している。 
 

有形固定資産減価
償却率 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標。比率が
100％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示している。 
 

管路経年化率 管路延長のうち法定耐用年数を超えた管路延長が占める割合を表す指標。比率が大きいほど
管路の老朽化が進んでいることを示している。 
 

管路更新率 管路延長のうち当該年度に更新した管路延長が占める割合を表す指標。比率が大きいほど管
路の更新ペースが速いことを示している。 
 

 

  

指標 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

有形固定資産減価償却率（％） 51.24 52.85 54.26 55.99 57.75

管路経年化率（％） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

管路更新率（％） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

有形固定資産
減価償却累計額

有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価

�100

法定耐⽤年数を経過した
管路延⻑
管路延⻑

�100

当該年度に更新した
管路延⻑
管路延⻑

�100
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４ キャッシュ・フロー計算書 
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５ 各構成団体の出資金調 
 

 


